
 

社会福祉法人 羽生福祉会 

児童養護施設ふれんど 運営規程 

 

第一章 総則 

（目的） 

第１条 児童養護施設ふれんど（以下「施設」という。）は、社会福祉法人羽生福祉会の定款第１条

の目的を達成するため、その運営に必要な事項を定め、児童福祉法（以下「法」という。）の基本

理念に基づいて、入所児童等の養護及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（運営方針） 

第２条 施設は、法に基づいて、保護者のいない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要

する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための

援助を行うことを目的とする。 

２ この規程は前条の目的達成のため入所児童等に、児童憲章・児童の権利宣言の精神及び児童福

祉法の理念や児童の権利に関する条約が最大限に守られかつ尊重された処遇を展開するために定

める。 

（入所定員） 

第３条 児童等の入所の定員は、５０名とする。 

 

第二章 職員の定数及び職務内容 

（職員の区分） 

第４条 施設は次の職員を配置する。 

 （１）施設長 

 （２）事務員 

 （３）保育士及び児童指導員 

 （４）個別対応職員 

 （５）家庭支援専門相談員 

 （６）心理療法担当職員 

 （７）栄養士 

 （８）調理員等 

 （９）嘱託医 

２ 施設長は、理事長の承認を得て、必要なその他の職員をおくことができる。 

３ 施設長は、職員のうちから主任、副主任、出納職員、防火管理者、食品衛生責任者等を命ずる 

ことができる。 

（職員の職務） 

第５条 職員の職務内容を次のとおり定める。 

 （１）施設長は、理事長の命を受け、施設の業務全般を統括し、施設の適正な運営、円滑な業務

の遂行に努める。また、定款細則に定められた委任事項並びに定款細則に定められた事項を

決定する。 

 （２）事務員は、施設長の命を受け、施設の事務全般についての業務を行う。 



 

 （３）主任及び副主任は、施設長の命を受け、施設長を補佐し、児童等の処遇全般にわたる業務 

に従事するとともに、処遇職及び他職種全体の連絡調整を行い、中間管理者としての任に当 

たるものとする。 

 （４）家庭支援専門相談員は、児童等の家庭復帰を援助するために各部署で行う援助活動を統括

し、また児童相談所と連絡を取りながら、保護者等への援助を行う。 

 （５）個別対応職員は、個別の対応が必要とされる児童等への処遇を行う。 

 （６）里親支援専門相談員は、児童等の里親委託の推進、委託後の里親支援及び里親の新規開拓 

に関する業務を行う。 

 （７）心理療法担当職員は、児童等の人間関係の修復等を図るため、生活場面での面接及びカウ

ンセリング等の心理療法並びに保育士及び児童指導員への助言指導を行う。 

 （８）保育士及び児童指導員は、施設長及び主任の命を受け、児童等の日常生活を援助すると共

に自立支援の業務を行う。 

 （９）栄養士は、施設長の命を受け、児童等がより良い豊かな食体験ができるよう献立作成、栄

養量計算、給食記録を行なうとともに、調理員を指導して、給食調理業務および食品衛生に

関する業務を行う。 

 （１０）調理員は、施設長、主任及び栄養士の命を受け、給食全般にわたる業務を行う。 

 （１１）嘱託医は、委託契約に基づき、児童等及び職員の健康診断及び医療処遇に当たり、その 

他保健衛生全般にわたる指導を行う。 

（分掌事務） 

第６条 施設の各職員の分掌事務は、次のとおりとする。 

 （１）施設長 

  ア、施設の運営全般を掌理し、外部及び法人理事会に対して施設を代表する。また児童等全体

の考え方を基本に、所属職員を指揮、監督する。 

  イ、施設長専決事項を概ね次のとおりとする。 

   （ア）施設の事業計画案及び予算案の作成に関すること。 

   （イ）事業の実施及び予算の執行に関すること。 

   （ウ）事業報告案及び決算案の作成に関すること。 

   （エ）職員の職務分掌及び職務の遂行に関すること。 

   （オ）職員の出勤、休暇、超過勤務、宿直、出張、研修及び休業に関すること。 

   （カ）職員会議に関すること。 

   （キ）軽易な事項の報告に関すること。 

   （ク）軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 

   （ケ）文書の管理に関すること。 

   （コ）施設経理区分に属する契約に関すること。 

 （２）事務員 

  ア、職員の人事、給与、福利厚生に関すること。 

  イ、公文書の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。 

  ウ、関係機関との連絡に関すること。 

  エ、施設及び附属設備等の保守管理に関すること。 



 

  オ、庶務に属する一般事務及び定例的な事項に関すること。 

 （３）出納職員 

  ア、予算、決算及び会計、経理事務に関すること。 

  イ、小口現金による定例の支払に関すること。 

（４）保育士及び児童指導員 

  ア、児童等の入退所その他異動手続きに関すること。 

  イ、施設長、職員と協力して自立支援計画を策定すること。 

  ウ、児童等の調査、報告、統計に関すること。 

  エ、児童等の心身の養護に関すること。 

  オ、児童等の保健衛生に関すること。 

  カ、児童等の教養娯楽に関すること。 

  キ、児童等の給食指導に関すること。 

  ク、その他児童等の処遇に関すること。 

 （５）個別対応職員 

ア、被虐待児等特に個別の養護が必要とされる児童等への個別面接、生活場面での１対１の対 

応を行うこと。 

イ、保護者への援助、里親への照会、他の児童指導員等への助言・指導を行うこと。 

ウ、退所後の児童等に対する継続した生活相談等を行うこと。 

（６）家庭支援専門相談員 

  ア、保護者等への早期家庭復帰のための業務を行うこと。 

  イ、地域の子育て家庭に対する育児不安解消のための相談、支援等を行うこと。 

  ウ、要保護児童等の状況の把握や情報交換を行うための協議会への参画すること。 

  エ、職員への助言、指導及び処遇会議への出席すること。 

  オ、児童相談所等関係機関との連絡、調整をすること。 

  カ、その他業務遂行に必要なことを行うこと。 

 （７）里親支援専門相談員 

  ア、里親の新規開拓を行うこと。 

イ、里親候補者の週末里親等の調整を行うこと。 

  ウ、里親への研修を行うこと。 

エ、里親委託の推進のための業務を行うこと。 

オ、里親家庭への訪問及び電話相談を行うこと。 

カ、レスパイト・ケアの調整を行うこと。 

キ、養育里親における養子縁組推進のための業務を行うこと。 

ク、里親会の活動への参加勧奨及び活動支援を行うこと。 

 （８）心理療法担当職員 

  ア、児童等への心理療法、生活場面面接を行うこと。 

イ、保育士及び児童指導員等への助言及び指導をすること。 

ウ、自立支援検討会議への出席をすること。 

（９）栄養士及び調理員 



 

  ア、調理の実務に従事すること。 

  イ、栄養の補給、統計に関すること。 

  ウ、嗜好調査に関すること。 

  エ、その他児童等の食生活に関すること。 

 （１０）防火管理者 

   消防関係各法及び本施設消防計画に特定されたことに関すること。 

 （１１）食品衛生責任者 

   食品安全衛生の保持及び推進に関すること。 

 （１２）衛生推進者 

   労働安全衛生の保持及び推進に関すること。 

２ 施設の職員は、前項の定めと共に、児童養護施設としての業務の特性を理解し、互いに協力 

し、その目的の完遂を期さなければならない。 

（記録の整備） 

第７条 施設運営の適正化を図り、その施設運営の重要性を認識するうえに必要な、次に掲げる記 

録につき、担当を定め調整するものとする。 

 （１）施設の沿革に関すること。 

 （２）職員に関すること。 

 （３）規程に関すること。 

 （４）重要な会議録に関すること。 

 （５）予算、会計経理に関すること。 

 （６）施設日誌、経過記録に関すること。 

 （７）その他重要なこと。 

（会議） 

第８条 施設長は、施設運営、児童等の処遇等の向上を図るため、全職員による職員会議を定期的 

に開催し、全職員が総合的、有機的連携のもとに施設運営が適切になされるように努める。 

 

第三章 入所及び退所 

（入所） 

第９条 施設は、法第２７条第１項第３号の規定により、児童相談所から措置された児童等を入所 

させる。入所に際しては、施設長及び担当職員が面接し、児童等の健康や家族の状況について把 

握する。 

（退所） 

第１０条 次に該当した時は、退所するものとする。 

 （１）法による措置理由が解消した時。 

 （２）その他、措置権者と協議し、退所が適当と認められた時。 

 

第四章 養護及び自立支援 

（養護目標） 

第１１条 児童等に対する養護は、第２条の運営方針に添って、公平な処遇ができるよう、次の目 



 

標を定める。 

 （１）子ども一人ひとりが「大切にされている」と実感できるような養護の実践 

 （２）子ども一人ひとりの長所に目を向け、「褒める」を意識した養護の実践 

 （３）子どもが自立した時にそのモデルとなるような養護の実践 

（４）職員が協力し合い、チームとして取り組む養護の実践 

（養護の原則） 

第１２条 職員は、常に児童等の心身の状態やその置かれている状況等を的確に把握し、児童等又 

は家族からの相談・助言に応じ、関係機関との連携の下、適切な養護を行わなければならない。。 

２ 職員は、集団生活を送る児童一人ひとりが安心して生活できる環境作りに努め、児童等の能力

が伸長されるような関わりや支援を行わなければならない。また、児童間の関係性において集団

としての調和が取れるよう適切に指導しなければならない。 

３ 職員は、児童等の社会性や自立心を養うべく、さまざまな気づきや学びを得る機会を設け、児童

等の自立に向けた心理的・社会的成長の支援を行わなければならない。 

４ 職員は、児童等の日々の記録を速やかに入力し、毎月の記録簿を翌月初に施設長に提出し、台帳

にて管理しなければならない。 

５ 施設並びに職員は、児童等が日常生活や学校等の活動で必要とする物品については、支給および

貸与する。 

（自立支援計画の作成と開示） 

第１３条 施設は、児童等、保護者、児童福祉司の意向を踏まえて、支援内容を記載した「自立支 

援計画書」を作成し、それに基づき関係機関と連携して児童等の支援に取り組む。 

２ 自立支援計画書に基づく取り組みの経過と状況を記録する。 

３ 自立支援計画書及び前項の記録は、法人の情報開示規定により、児童等と保護者の希望に応 

じ、いつでも施設内にて閲覧できるものとする。 

（ガイドライン） 

第１４条 児童等の日常生活に必要な援助については、別に定めるガイドラインを励行するものと 

する。 

（児童等の健康管理） 

第１５条 児童等の健康管理については、普段の体調に十分留意し、定期健康診断、身長、体重測 

定や定期検温等の方法により早期発見、早期治療に努める。 

２ 児童等の健康管理については、食事、日光浴、換気、睡眠、寝具の日光消毒等配慮し、疾病の

予防に努める。 

（給食） 

第１６条 給食については、児童等の活発な発育が促進されるように、衛生的で栄養バランスのと 

れた食事をより良い環境の中で給するために、次に掲げる事項について留意しなければならい。 

（１）献立、調理、食事等の給食全般の改善を促進するため、給食会議を定期的に実施し、担当

者による食事箋の作成など職員の意見を徴し、内容の充実を図る。 

 （２）児童等一人一日当たりの平均栄養所要量を求め、常食の基準とし、発育期に重要なカルシ

ウム、ビタミン類を摂取するため、栄養的にバランスのとれた食事内容にする。 

 （３）食中毒に対しては、新鮮な給食材料の選別、手指の消毒等の徹底により発生を防ぐ。 



 

 （４）料理講習会等に積極的に参加し、栄養と衛生の知識を深め、料理研究に工夫を加え成果を

高める。 

（虐待及び懲戒に係る権限の濫用等の禁止） 

第１７条 施設は、児童等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

 （１）人権の擁護、虐待の防止等に関する責任者の選定及び必要な体制の整備 

 （２）虐待の防止を啓発・普及するための職員に対する研修の実施 

 （３）その他、児童等の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置 

２ 児童等に対し、埼玉県児童福祉法施行条例第１５９条及び第１６０条の規定により、以下のよ 

うな心理的、身体的苦痛を与え、人格を辱める等の権限を乱用してはならない。 

 （１）殴る、蹴る等直接児童等の身体に侵害を与える行為。 

 （２）合理的な範囲を超えて長時間一定の姿勢をとるよう求める行為及び適切な休憩時間を与え

ず長時間作業を継続させる行為。 

 （３）廊下に出す、小部屋に閉じ込めるなどして叱ること。 

 （４）強引に引きずるようにして連れていく行為。 

 （５）食事やおやつを与えないこと。 

 （６）児童等の年齢及び健康状態からみて必要と考えられる睡眠時間を与えないこと。 

 （７）乱暴な言葉遣いや児童等をけなす言葉を使って、心理的苦痛を与えること。 

 （８）施設を退所させる等の脅しめいた言葉により、精神的苦痛を与えること。 

 （９）性的な嫌がらせをすること。 

 （１０）児童等を無視すること。 

（児童虐待の防止等に関する法律遵守） 

第１８条 職員は、児童等の虐待が疑われる場合には、児童等の保護とともに家族の養育態度の改 

善を図ることとし、本庁所管課、児童相談所、区市町村に通報するものとする。 

（感染症対策） 

第１９条 施設において、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げる措置を 

講じるものとする。 

 （１）感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を策定し、対策委員会にて随時見直

すこと。 

 （２）感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策委員会を開催する。 

 （３）その他の関係通知の遵守、徹底。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第２０条 施設は、安全かつ適切に質の高い援助を提供するために事故発生の指針を定め、事故を

防止するための体制を整備する。 

２ 児童等が、事故等により怪我を負った場合は、速やかに本庁所管課、児童相談所、保護者に対 

して連絡を行い、必要な措置を講じるものとする。 

３ 事故が発生した場合には、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録する。 

４ 養護により賠償すべき損害が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（苦情処理委員会） 



 

第２１条 施設に苦情処理機関として、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員による苦情 

処理委員会を置く。 

２ 苦情処理委員会は、苦情の受付、確認、報告、解決に向けての話し合い、解決、記録、苦情解 

決結果の報告等を行う。 

３ 苦情処理に際しては、必要に応じて第三者委員に対して話し合いへの立ち合い、助言、調整を 

求めることができる。 

４ 苦情処理・解決をもって、施設の提供する養護の質の向上に努める。 

（秘密の保持） 

第２２条 施設は、業務上知り得た児童等及びその家族に関する個人情報並びに秘密事項について 

は、児童等又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を 

有する行政官庁の命令による場合並びに文書により同意がある場合に限り第三者に開示するもの 

とし、それ以外の場合は、措置中及び措置終了後においても第三者に対して秘匿するものとす 

る。なお、羽生市子どものための施設短期利用事業の利用者についても同条に準じた取り扱いを 

するものとする。 

２ 職員は業務上知り得た児童等又はその家族の秘密を保持しなければならない。また、職員でな 

くなった後においてもこれらの秘密を保持するものとする。 

 

第五章 防疫・防災及び危険防止対策 

（防疫・防災及び危険防止対策） 

第２３条 職員は、防疫・防災及び危険防止対策について常に注意し、次に掲げる事項を遵守しな 

ければならない。 

 （１）感染症及び食中毒の予防対策業務について、職員の定期健康診断、法定検診等を実施し、

発生の絶無を期する。 

 （２）消防計画中、特に火災予防には、平素予防管理組織の編成及び任務を各自十分自覚し、火

災の絶無を期する。 

 （３）ガス、電気、灯油等の器具の正確な操作と使用後の供給完全停止、点検の施行に細心の注

意を払い、不用意による災害の発生防止に努める。 

 （４）常に所轄消防機関との連携を密にし、避難及び消火に対する訓練を毎月１回実施し、火災

予防に対する日頃の認識を高める。 

 （５）児童等の事故防止（火傷、外傷、異物の誤飲、誤嚥等）には十分配慮し、事故防止対策及

び応急処置方法について職員への周知のため、施設内講習会等を実施する。 

 

第六章 その他 

（研修） 

第２４条 全国規模で行われる研究会、研修会、現任研修等は、予算、日程を考慮し、年間の研修 

計画案に沿って参加者の決定を行う。 

２ 出張した職員は、職員会議での報告を行うものとする。 

３ 参加希望多数の場合は、施設長が調整するものとする。 

（業務継続計画の策定等） 



 

第２５条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、児童等に対する養護を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

２ 施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施するものとする。  

 （１）採用時研修  採用後３か月以内 

（２）継続研修   年１回以上 

（３）訓練の実施  年１回以上 

３ 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものと

する。 

（第三者評価受審） 

第２６条 本施設サービスに係る第三者評価について２年に１回受審し、その結果を公表するもの 

とする。 

（他規程の適用） 

第２７条 施設の運営に必要な文書の処理、職員の服務規律、給与及び経理等に関する規程は、法 

人諸規程による。 

（改正） 

第２８条 この規程に定める事項のほか、運営に必要な事項は社会福祉法人羽生福祉会理事長と施 

設長との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

 この規程は、平成１８年９月１日から施行する。 

この規程は、令和３年１月１日から施行する。 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 


